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個人情報保護要綱

制定・改訂履歴

項目 年/月/日 記 事
承 作
認 成

第 1版 2020/11/01 ・新規作成・制定 有 秋

制定 村 葉

第 2版 2023/1/11 ・「第６条 個人情報の守秘義務について」を追加した。 有 秋

改訂 村 葉
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（目的）

第１条 この個人情報保護要綱（以下「本要綱」といいます。）は、特定非営利活動法人農福共生研

究会（以下「本法人」といいます）が運営する就労継続支援Ｂ型事業所キャロットハウス（以下「本事

業所」といいます。）が、個人情報の保護に関する法律（以下「法」といいます。）にもとづき、個人情

報保護方針及び本事業所における個人情報の取り扱いについて定めることを目的とします｡

（適用範囲）

第２条 本事業所の利用者及びその家族に関わる個人情報の取り扱いをその適用範囲とします。

（運用）

第３条 本要綱は､個人情報保護方針を適確に遵守し､個人情報の正確な管理を図ります｡

２ 本要綱は、本事業所での個人情報保護に関わる協議に基づき起案し、所長が照査したものを、

理事長が承認することにより発効します。制定・改訂の履歴は記録します。

３ 用語の定義：本要綱で用いる用語の意味を次に示します。

用 語 意 味

個人情報 ・法第 2 条 1 項によって『生存する個人に関する情報であって、当該情
報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それに

より特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう｡』

と定義されています。

ここでは、利用者及びその家族から提供された氏名、生年月日、性別

住所、家族構成等で、 1 つあるいは 2 つ以上を組合すことによって､
特定の個人を識別する、あるいは識別し得る情報を指すものとします。

４ 配布・回収

(1) 本要綱の最新版は、本事業所本部に常備し、本事業所関係者が常時閲覧可能な状態にして
おくこととします。

(2) 本要綱を改定した場合、必要に応じ本事業所関係者に配布します。その際、旧版の回収は配
布を受けた関係者の廃棄により代えることができます。
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個人情報保護要綱

（個人情報保護方針）

第４条 本事業所は、個人情報を正確かつ安全に取り扱い保護することが社会的責務と考えていま

す。本事業所では、個人情報保護法をはじめとする個人情報に関する法令及びその他の規範を

遵守し、個人情報の正確性の確保と安全管理及び適正な収集・利用に努めます。

（個人情報の取得及び提示）

第５条 利用者及びその家族の「個人情報」の取得は、業務の範囲内において、適法かつ公正な方

法で行ないます。

(1) 利用者及びその家族が本事業所のサービスを利用する場合、本事業所が指定するまたは自
治体など第三者が指定する用紙に、利用者の個人が特定できる情報（氏名、住所、連絡先な

ど）を記入してもらうことがあります。

(2) 本事業所に出入りする関係者は、本事業所の安全性から出入りする個人が特定できる情報
（所属団体、所在地、連絡先、身分証など）を提示してもらう場合があります。

(3) その他上記に付帯する全ての事項に関して、事業所の安全性、利用者のプライバシー遵守を
重視しつつ必要に応じて個人が特定できる情報を所定の用紙に記入してもらう場合があります。

(4) 電話で本事業所に問合せいただく場合、問合せ者の個人が特定できる情報をお聞きする事が
あります。

(個人情報の守秘義務について）

第６条 本事業所のすべての職員は、就業規則及び本要綱に基づき利用者に関わる個人情報を守

る義務があります。個人情報を守秘する証として「個人情報の保持に関する誓約書」を提出します。

2 利用者の個別支援計画に沿い円滑な支援サービスを提供するために事業所内の会議や外部の

事業者等との連絡調整において必要な場合、最小限の範囲で個人情報を私用することについて

は利用契約時に「個人情報使用同意書」により同意を得ることとします。

（個人情報の利用目的について）

第 7条 本事業所は、取得した個人情報を以下の事に利用する場合があります。

(1) 利用者とその家族の安全を守る場合
(2) 事業所の安全性を維持する場合
(3) 事業所の運用に緊急を要する場合
(4) マスメディア等の取材を受けた場合
(5) 事業所案内等の印刷物、ホームページ、ＳＮＳ等事業所の活動の様子を外部に広報する場合
(6) その他事業所で催す行事等で必要な場合

２ 上記(4)～(6)で利用者の画像を公開は、事前に「個人画像掲載承諾書(様式 306-1)」 による利

用者及びその家族の了解が条件となります。また、画像の公開について了承を得ている場合でも、

氏名の公開については個別に了解を求め、承諾を得た場合に限定します。

（個人情報の開示・訂正等について）

第８条 本事業所の保有個人データに関して、本人又はその代理人から開示・訂正・追加・削除・利

用の停止・消去、又は個人データの第三者提供の禁止（「開示等」）の請求を受けた場合は、定め

られた手続きに従い、必要かつ合理的な範囲で対応します。
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個人画像掲載承諾書 （様式 306-1 ）

特定非営利活動法人農福共生研究会

理 事 長 殿

私の事業所の活動における個人画像の掲載についての取り扱いは、次の通りと致します。

・マスメディアの取材 了承します 了承しません

・事業所の広報（事業所案内・ホームページ・ＳＮＳ等） 了承します 了承しません

・事業所で催す行事 了承します 了承しません

年 月 日

氏 名 ,

代理人氏名 ,


